








薬
事
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
案

新
旧
対
照
条
文

○

薬
事
法
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
六
年
厚
生
省
令
第
一
号
）
（
抄
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
薬
局
に
お
け
る
調
剤
）

（
薬
局
に
お
け
る
調
剤
）

第
十
五
条
の
九

薬
局
開
設
者
は
、
そ
の
薬
局
で
調
剤
に
従
事
す
る
薬
剤
師
で
な

第
十
五
条
の
九

薬
局
開
設
者
は
、
そ
の
薬
局
で
調
剤
に
従
事
す
る
薬
剤
師
で

い
者
に
販
売
又
は
授
与
の
目
的
で
調
剤
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
高
度

な
い
者
に
販
売
又
は
授
与
の
目
的
で
調
剤
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
。

な
無
菌
製
剤
処
理
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
作
業
室
（
以
下
「
無
菌
調
剤
室
」
と

い
う
。
）
を
有
す
る
薬
局
の
薬
局
開
設
者
が
、
無
菌
調
剤
室
を
有
し
な
い
薬
局

の
薬
局
開
設
者
か
ら
依
頼
を
受
け
て
、
当
該
無
菌
調
剤
室
を
有
し
な
い
薬
局
で

調
剤
に
従
事
す
る
薬
剤
師
に
、
当
該
無
菌
調
剤
室
を
利
用
し
た
無
菌
製
剤
処
理

を
行
わ
せ
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

２

前
項
た
だ
し
書
の
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
無
菌
調
剤
室
を
有
し
な
い
薬
局

の
薬
局
開
設
者
は
、
当
該
無
菌
調
剤
室
を
有
し
な
い
薬
局
で
調
剤
に
従
事
す
る

薬
剤
師
の
行
う
無
菌
製
剤
処
理
の
業
務
に
係
る
適
正
な
管
理
を
確
保
す
る
た
め

、
事
前
に
、
当
該
無
菌
調
剤
室
を
有
す
る
薬
局
の
薬
局
開
設
者
の
協
力
を
得
て

、
指
針
の
策
定
、
当
該
薬
剤
師
に
対
す
る
研
修
の
実
施
そ
の
他
必
要
な
措
置
を

講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
十
五
条
の
十
二

薬
局
開
設
者
は
、
調
剤
の
求
め
が
あ
つ
た
場
合
に
は
、
正
当

第
十
五
条
の
十
二

薬
局
開
設
者
は
、
調
剤
の
求
め
が
あ
つ
た
場
合
に
は
、
正

な
理
由
が
な
け
れ
ば
、
そ
の
薬
局
で
調
剤
に
従
事
す
る
薬
剤
師
に
そ
の
薬
局
で

当
な
理
由
が
な
け
れ
ば
、
そ
の
薬
局
で
調
剤
に
従
事
す
る
薬
剤
師
に
調
剤
さ

調
剤
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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